
船舶事故調査報告書 

令和７年７月９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和６年６月１２日 ０７時３０分ごろ（日本時間） 

発生場所 パプアニューギニア独立国ポートモレスビー港西南西方沖 

 Basilisk
バ ジ リ ス ク

 Passage
パ ッ セ ー ジ

 Range
レ ン ジ

前灯から真方位２５０°９０.９海里

（Ｍ）付近 

 （概位 南緯１０°００.９′ 東経１４５°４４.９′） 

事故の概要  漁船第一二八海形
かいがた

丸は、西進中、リーフに乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和６年１２月２４日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第一二八海形丸、４７９トン 

１４２１３３、海形水産株式会社（Ａ社） 

 乗組員等に関する情報 船長、三級（航海）（旧就業範囲） 

漁労長、四級（航海）（履歴限定） 

 負傷者 なし 

 損傷 船底に凹損等、推進器翼に曲損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過  本船は、船長及び漁労長ほか２３人（日本国籍６人、インドネシア

共和国籍１７人）が乗り組み、タスマン海等の漁場においてまぐろ

延縄
はえなわ

漁の操業を行った後、ポートモレスビー港西方沖の漁場に着い

た。 

漁労長は、ポートモレスビー港の西南西方約９０Ｍ沖にあるリーフ

（Eastern
イ ー ス タ ン

 Fields
フ ィ ール ズ

、以下「本件リーフ」という。）の北端（南緯  

１０°）から北方約１２Ｍ以上離した緯度を西進する投縄の計画を、

漁場の海域を書き留めたノート（以下「漁場のノート」という。）へ

事前に記載した。 

船長は、パプアニューギニアの周辺海域を航行するとき、ＧＰＳプ

ロッターの航海用電子参考図の水路情報を記録したメモリーカードを

オーストラリア等海域からパプアニューギニア等海域に切り替えた。 

単独で船橋当直についた漁労長は、約９ノットの対地速力で北進し

て投縄を開始し、その後、針路を約３００°（真方位、以下同じ。）

とし、更に漁場のノートに記載した予定経路の緯度を航行しようと針

路を２７０°とし、投縄を続けながら航行した。 

漁労長は、ＧＰＳプロッターで前路に航行の障害となる浅瀬等がな

いことを確認して西進を続け、船首方に白波が見えたので、魚の群れ

が跳ねていると思い、減速して針路を少し左に転じたところ、しばら



くして船体に衝撃を感じ、周囲を見て本船が乗り揚げたことに気付い

た。 

船長は、衝撃を感じて昇橋し、使用海図を確認して、本件リーフに

乗り揚げたことを知った。 

漁労長は、主機の後進操作を繰り返して本船の離礁を試みたが、離

礁できず、乗組員から船体に浸水がないことの報告を受けた後、Ａ社

担当者に本事故の発生を報告するとともに海上保安庁に通報した。 

本船は、救助を待っていたところ、強風により自然離礁した後、Ａ

社が手配した引船によりポートモレスビー港にえい
．．

航された。 

漁労長は、本件リーフ北端から北方約１２Ｍ以上離した緯度を南緯

１０°と誤って、漁場のノートに予定経路の緯度として記録したま

ま、操業前に予定経路を海図で確認していなかった。 

船長は、ＧＰＳプロッターに使用する各メモリーカードの海域範囲

を確認していなかったので、パプアニューギニア等海域の水路情報が

記録されたメモリーカードに本件リーフ付近の情報が含まれていない

ことに気付かなかった。なお、オーストラリア等海域の水路情報が記

録されたメモリーカードには、本件リーフ付近の情報が含まれてい

た。 

本船の喫水は、船首約２.４ｍ、船尾約２.５～３.０ｍであった。 

分析 本船は、西進中、漁労長が、本件リーフの位置情報が入っていない

ＧＰＳプロッターを使用していたことから、本件リーフの存在に気付

かず、本件リーフに乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、ＧＰＳプロッターに使用する各メモリーカードの海域範囲

を確認していなかったことから、パプアニューギニア等海域の水路情

報が記録されたメモリーカードに本件リーフ付近の情報が含まれてい

ないことに気付かなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、西進中、漁労長が、本件リーフの位置情報が

入っていないＧＰＳプロッターを使用していたため、本件リーフの存

在に気付かず、本件リーフに乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・漁労長は、操業を行う場合、事前に水路調査を行うだけでなく、

針路を変更する前に海図を使用して、予定経路が浅瀬等から十分

に離れていることを確認すること。 

・船長は、ＧＰＳプロッターに使用する航海用電子参考図の水路情

報が記録されたメモリーカードを交換する場合、航行予定海域に

適合していることを確認すること。 

 


